
7  介護サービス利用開始までの流れ

→内容については16～35ページをご覧ください。

　ケアプランは基本的にはケアマネジャーが立案することになりますが、その際にサービスを受ける本人
や家族の意向を十分に伝えるようにしましょう。
　分からないことや納得のいかない点があれば、ケアマネジャーにきちんと確認をすることも重要です。
　ただし、受けられるサービスは要介護度によって制約があります。また、サービスを利用する際には費用
の「1割」、「2割」または「3割」が自己負担となり、要介護度ごとに利用限度額が決まっています。費用の負
担が、重荷にならない範囲でサービスを決めるようにしましょう。

①居宅介護支援事業者
を選び、介護保険被
保険者証を添えて依
頼します。

②ケアプラン作成につ
いて契約を結び、担
当のケアマネジャー
が決ま
ります。

☆ケアプランは意向を伝えて納得のいくものを！

①ケアマネジャーが自宅を訪問し
て、本人の心身や生活の状況を
調査して、ケアプランの原案を
まとめます。

②原案をもとにサービス担当者会
議を行い、本人・家族等の同意を
得て、ケアプランを作成します。

　介護サービス
を行うサービス
提供事業者と契
約を結びます。

　入所前に見
学するなどして
自分にあった
施設を選び、直
接施設に申し
込みます。

①施設のケアマネジャーが、本人の心身の
　状況に適したケアプランの
　原案を作成します。
②ケアマネジャーが原
　案について説明し、
　本人・家族等の同意
　を得ます。

　要介護（要支援）認定を受けた方、基本チェックリスト等により生活機能の低下がみられた方
で総合事業対象者となった方は、介護保険で次のようなサービスを利用することができます。

◎認定の結果が、要支援か要介護かによって利用できるサービスが異なります。
◎要支援の方は予防に重点を置いたサービス、要介護の方は介護サービスが利用できます。
◎基本チェックリスト等により生活機能の低下がみられた方で総合事業対象者となった方は、
　総合事業の介護予防・生活支援サービスが利用できます。

8  介護保険サービスの種類

在宅
サービス

総合
事業
対象者

介護予防・
日常生活
支援総合
事業

■指定相当訪問型サービス
★一般事業者訪問型サービス
■介護予防訪問看護
■介護予防訪問リハビリテーション
■指定相当通所型サービス
★足腰機能アップ教室
★元気いきいきひろば
■介護予防通所リハビリテーション
■介護予防短期入所療養介護 
■介護予防福祉用具購入費支給
■介護予防住宅改修費支給

●訪問介護
●訪問入浴介護
●居宅療養管理指導
●通所リハビリテーション
●短期入所療養介護
●福祉用具購入費支給
●住宅改修費支給

P17
P18
P20
P24
P25
P26

●訪問看護
●訪問リハビリテーション
●通所介護
●短期入所生活介護
●特定施設入居者生活介護
●福祉用具貸与

P16
P17
P18
P21
P24
P25
P27

●介護老人福祉施設
※原則要介護3以上の方

●介護老人保健施設　　　　　　

●介護医療院

P30

P30

P29

■介護予防小規模多機能型居宅介護
■介護予防認知症対応型通所介護 
■介護予防認知症対応型共同生活介護※要支援2の方のみ

P32
P34
P35

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ●小規模多機能型居宅介護
●看護小規模多機能型居宅介護 ●地域密着型通所介護
●認知症対応型通所介護 ●認知症対応型共同生活介護 
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護※新規入所は原則要介護3以上の方

P31
P33
P34

P32
P34
P35
P35

※総合事業対象者は★のサービスが利用できます。
　要支援1・2の方は★と■のサービスが利用できます。

★指定事業者訪問型サービス
★短期集中訪問型サービス
■介護予防訪問入浴介護 
■介護予防居宅療養管理指導 
★体と脳の機能アップ教室
★運動機能アップ教室
★短期集中通所型サービス
■介護予防短期入所生活介護 
■介護予防特定施設入居者生活介護
■介護予防福祉用具貸与

P15
P15
P17
P18
P19
P19
P19
P21
P24
P25
P27

P15
P15
P17
P18
P19
P19
P19
P24
P25
P26

要支援
1・2
の方

要介護
1～5
の方

要介護
1～5
の方

要支援
1・2
の方

要介護
1～5
の方

介護予防
サービス

居宅介護
サービス

施設
サービス

地域密着型
介護予防
サービス

地域密着型
介護
サービス

施設
サービス

地域密着型
サービス

※原則として、
山口市の住民の
方のみ利用でき
ます。
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